
障
害
者
自
立
更
生
等 

　
厚
生
労
働
大
臣
表
彰
受
賞 

障
害
者
自
立
更
生
等 

　
厚
生
労
働
大
臣
表
彰
受
賞 

永
年
勤
続
章
な
ど 

　 
１
支
隊
９
隊
員
受
賞 

＝
勝
山
市
防
犯
隊
秋
季
練
成
大
会
＝ 

　
酒
井
智
治
さ
ん
（
７５
）
は
２１
歳
の
時
に
原

因
不
明
の
眼
病
を
患
い
、
強
度
の
弱
視
と
い

う
ハ
ン
デ
ィ
を
持
ち
な
が
ら
も
人
一
倍
の
努

力
を
積
み
重
ね
、
３９
歳
の
時
に
か
つ
て
の
経

験
を
活
か
し
て
土
建
会
社
を
設
立
し
、
自
立

の
道
を
歩
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。 

　
ま
た
、
市
視
力
障
害
者
協
会
会
長
と
県
視

力
障
害
者
福
祉
協
会
理
事
を
務
め
、
障
が
い

者
福
祉
の
増
進
に
も
力
を
注
い
で
こ
ら
れ
ま

し
た
。 

　
酒
井
さ
ん
は
、
１２
月
１２
日
に
山
岸
市
長
を

表
敬
訪
問
し
、
厚
生
労
働
大
臣
表
彰
受
賞
の

報
告
を
さ
れ
ま
し
た
。 

　
市
長
か
ら
、「
奥
さ
ん
の
内
助
の
功
に
支

え
ら
れ
な
が
ら
、
ハ
ン
デ
ィ
を
乗
り
越
え
て

の
ご
活
躍
は
ご
立
派
で
す
。」
と
賞
賛
さ
れ
、

「
感
無
量
で
す
。」
と
応
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。 

　
１１
月
6
日
に
勝
山
市
営
体
育
館
で
、
平
成

１９
年
度
勝
山
市
防
犯
隊
秋
季
錬
成
大
会
が
開

催
さ
れ
、
次
の
と
お
り
隊
員
等
が
表
彰
さ
れ

ま
し
た
。
　
　
　
　
　（
順
不
同
・
敬
称
略
） 

○
永
年
勤
続
章
（
福
井
県
知
事
表
彰
） 

石
橋
良
一
（
第
１
支
隊
）、
柳
原
広
敏
（
同
） 

○
団
体
表
彰
（
福
井
県
警
察
本
部
長
・
福
井

県
防
犯
隊
連
合
会
長
表
彰
） 

第
6
支
隊
（
支
隊
長
　
梅
原
東
洋
治
） 

○
功
績
章
（
福
井
県
警
察
本
部
長
・
福
井
県

防
犯
隊
連
合
会
長
表
彰
） 

前
田
武
志
（
第
6
支
隊
）、
田
中
一
郎
（
同
） 

○
優
良
章
（
勝
山
警
察
署
長
・
勝
山
市
防
犯

隊
長
表
彰
） 

近
藤
孝
晴
（
第
9
支
隊
）、
山
内
隆
之
（
第

5
支
隊
）、
石
田
秀
夫
（
第
１０
支
隊
）、
石
井

松
男
（
第
１２
支
隊
）、
荒
谷
孝
（
第
2
支
隊
） 

12月定例市議会 

地
域
職
業
相
談
室
（
仮
称
）
設
置
に
か
か
る
 

　
　
改
修
費
用
を
含
む
１２
月
補
正
予
算
な
ど
を
可
決
 

決
ま
っ
た
主
な
内
容
 

　
身
近
で
よ
り
良
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
目

指
し
、
国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
が
始

ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
所
得
税

の
減
額
分
が
市
県
民
税
に
増
額
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
こ
と
で
、
従

来
の
減
税
措
置
が
十
分
に
機
能
し
な
く
な

っ
た
面
を
補
足
す
る
た
め
の
新
た
な
仕
組

み
が
で
き
ま
し
た
。
該
当
さ
れ
る
人
は
、

ご
活
用
く
だ
さ
い
。 

　
ご
利
用
の
た
め
に
は
、
必
ず
申
告
が
必

要
で
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

税
務
課
　
市
民
税
グ
ル
ー
プ 

　
　
　
　
　
　
　
　（
1
８８
‐
8
1
0
1
）
　
　
 

６５
歳
以
上
の
公
的
年
金
受
給
者
の

歳
以
上
の
公
的
年
金
受
給
者
の
 

　
　
　
　
確
定
申
告
書
作
成
説
明
会
を
開
催

　
　
　
　
確
定
申
告
書
作
成
説
明
会
を
開
催
 

６５
歳
以
上
の
公
的
年
金
受
給
者
の

歳
以
上
の
公
的
年
金
受
給
者
の
 

　
　
　
　
確
定
申
告
書
作
成
説
明
会
を
開
催

　
　
　
　
確
定
申
告
書
作
成
説
明
会
を
開
催
 

６５
歳
以
上
の
公
的
年
金
受
給
者
の
 

　
　
　
　
確
定
申
告
書
作
成
説
明
会
を
開
催
 

と
　
き
▼
2
月
4
日（
月
）、
5
日（
火
） 

　
　
　
　
午
前
9
時
〜
午
後
4
時
 

※
両
日
と
も
ご
都
合
の
悪
い
場
合
は
、
2
月

１８
日
（
月
）か
ら
3
月
１７
日
（
月
）
の
確
定

申
告
期
間
中
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
 

と
こ
ろ
▼
教
育
会
館
　
3
階
　
第
１
研
修
室

（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
あ
り
ま
す
） 

確
定
申
告
に
必
要
な
も
の
▼
 

①
『
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
』（
2
か

所
以
上
の
公
的
年
金
等
の
収
入
が
あ
る
場

合
は
全
て
の
源
泉
徴
収
票
。
年
金
改
定
通

知
書
や
振
込
み
の
お
知
ら
せ
で
は
申
告
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
） 

　
　
ご
夫
婦
の
場
合
は
配
偶
者
控
除
、
配
偶

者
特
別
控
除
が
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
の

確
認
の
た
め
、
必
ず
二
人
分
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。 

②
国
民
健
康
保
険
税
の
領
収
書
な
ど
、
生
命

保
険
料
や
地
震
保
険
料
の
控
除
証
明
書
 

③
認
印
、
障
が
い
の
あ
る
か
た
は
身
体
障
害

者
手
帳
な
ど
 

④
預
金
通
帳
ま
た
は
金
融
機
関
名
と
口
座
番

号
（
本
人
名
義
の
も
の
） 

⑤
年
金
以
外
の
収
入
が
あ
る
場
合
、
収
入
の

計
算
に
必
要
な
書
類
 

市県民税申告・所得税確定申告の受付期間は 

　確定申告の電子申告に必要な住民基本台帳カードお

よび電子証明書の交付申請は、お早めに市役所市民課

窓口まで。 

（持ち物）1．印鑑（スタンプ印は不可） 

2．本人確認書類（運転免許証、保険証ほか） 

3．手数料①カード500円　②証明書500円 

平泉寺公民館　2月25日（月） 
村岡公民館　2月26日（火） 
北谷公民館　2月27日（水） 
野向公民館　2月28日（木） 
荒土公民館　2月29日（金） 

北郷公民館　3月3日（月） 
鹿谷公民館　3月4日（火） 
猪野瀬公民館　3月5日（水） 
遅羽公民館　3月6日（木） 

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
 

　
　
　
　
　
　
し
き
れ
な
か
っ
た
か
た
 

控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
分
は
 

市
県
民
税
（
所
得
割
）
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
 

平
成
19
年
に
所
得
が
減
っ
て
 

所
得
税
が
課
さ
れ
な
く
な
っ
た
か
た
 

　
所
得
税
率
の
変
更
に
よ
る
税
負
担
の
軽
減

の
影
響
は
受
け
ず
、
市
県
民
税
率
の
変
更
に

よ
る
税
負
担
の
増
加
の
影
響
の
み
を
受
け
る

か
た
に
つ
い
て
は
、
既
に
納
付
済
み
の
平
成

１９
年
度
分
の
市
県
民
税
額
か
ら
、
税
源
移
譲

に
よ
り
増
額
と
な
っ
た
市
県
民
税
相
当
額
を

還
付
し
ま
す
。 

※
所
得
変
動
に
伴
う
市
県
民
税
の
還
付
を
受

け
る
た
め
に
は
申
告
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
 

申
告
が
必
要
で
す
！ 

申
告
期
限
　
3
月
１７
日
（月）
ま
で 

申
告
が
必
要
で
す
！ 

申
告
期
間
 

　
7
月
1
日
（火）
〜
３１
日
（水）
ま
で
 

　
所
得
税
額
が
減
少
し
た
こ
と
に
よ
り
、
控

除
で
き
る
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
が
減
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
平
成
１８
年
末
ま
で
に
入
居
し
、

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て
い
る

か
た
で
、
所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ

た
額
が
あ
る
場
合
は
、
翌
年
度
の
市
県
民
税

（
所
得
割
）
か
ら
控
除
で
き
ま
す
。 

※平成20年以降、市県民税の住宅ローン控除の適用を 
　受けるためには、毎年申告が必要となります 

所得税から控除しきれなかった住宅ローン 
控除額を翌年度の市県民税（所得割）から控除 

（常設相談）と　き　2月18日（月）～3月17日（月） 

 午前9:00～11:30 

 午後1:00～4:00 

　　　　　 ところ 教育会館3階　第1研修室 

 　※土、日曜は除きますが、3月 

 　　1日（土）は受け付けます 

（農業所得相談） 

　　　　　 と　き 2月18日（月）～2月21日（木） 

　　　　　 ところ JAテラル越前　勝山ふれあいセンター 

（地区巡回）受け付け時間は常設相談と同じ 

9広報かつやま1月号 No.637 8 広報かつやま1月号 No.637

表彰のときの様子などを語る酒井智治さん

１２
月
定
例
市
議
会
は
、
１２
月
4
日
に
開
会

さ
れ
ま
し
た
。
山
岸
市
長
は
招
集
の
あ
い
さ

つ
で
、「
白
山
平
泉
寺
の
世
界
遺
産
に
関
す

る
取
り
組
み
に
、
大
野
市
や
小
松
市
な
ど
を

加
え
、
3
県
6
市
１
村
で
再
提
案
す
る
」
と

表
明
。
ま
た
、
県
の
出
先
機
関
再
編
に
よ
り
、

奥
越
地
域
の
施
設
が
大
野
市
に
集
約
す
る
こ

と
に
遺
憾
の
意
を
示
し
ま
し
た
。

定
例
会
で
決
ま
っ
た
主
な
内
容
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

■
予
　
　
算

一
般
会
計
で
は
、
5
2
5
6
万
5
千
円
が

追
加
補
正
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
内
訳
は
、

○
職
員
人
件
費
の
う
ち
市
町
総
合
事
務
組
合

退
職
手
当
特
別
負
担
金
に
3
0
8
4
万
7

千
円

○
こ
の
春
に
統
合
に
よ
り
廃
園
と
な
っ
た
北

幼
稚
園
舎
を
老
人
福
祉
施
設
に
整
備
す
る

た
め
の
補
助
金
5
6
8
万
5
千
円

○
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー
内
に
、
地
域
職

業
相
談
室
（
仮
称
）
を
設
置
す
る
た
め
の

改
修
費
用
に
2
7
0
万
円

○
財
政
調
整
基
金
積
立
金
に
1
3
7
5
万
9

千
円

特
別
会
計
や
企
業
会
計
の
補
正
予
算
も
原

案
ど
お
り
可
決
さ
れ
、
一
般
会
計
も
含
め
た

補
正
後
の
予
算
総
額
は
、
2
2
0
億
9
2
3

4
万
8
千
円
と
な
り
ま
し
た
。

■
条
例
関
係

・
企
業
立
地
促
進
法
が
施
行
さ
れ
た
こ
と
に

よ
り
、
適
用
対
象
者
に
は
3
か
年
度
に
限

り
固
定
資
産
税
が
減
免
さ
れ
ま
す

■
そ
の
他

・
平
成
１８
年
度
の
勝
山
市
歳
入
歳
出
決
算
、

勝
山
市
水
道
事
業
会
計
決
算
が
認
定
さ
れ

ま
し
た

■
委
員
の
任
命

（
敬
称
略
）

・
勝
山
市
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命

河
　
北
　
美
紀
子
（
芳
野
町
2
）

林
　
　
　
佳
　
子
（
北
郷
町
東
野
）

招集のあいさつをする
山岸市長


